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特集：これからの評価制度

慶應義塾大学 八代充史

はじめに 評価制度と労働法

 われわれ は，産業研究所行動科学部門のプロ

ジェク トとして，平成10年 度～平成11年 度に

かけて 「グローバル化時代の賃金制度に関する研

究」を実施 した(廣 石忠司 ・福谷正信 ・八代充史

編(2002)『 グローバル化時代の賃金制度」生産性

労働情報センター)。 ここでは， 労使関係論，法

学，組織行動論など様々なディシプ リンから賃金

制度に接近すると共に，賃金制度の実態や海外の

賃金制度を明 らかにすることに努あた。今後の賃

金制度が従来の職能資格制度を基本に した もの

か，或いはより成果主義的な指向を強あるかは，

事業戦略や雇用制度，さらには企業内の様々なス

テイクホルダーとの関係によって規定され，単一

の方向性 を見出すの は困難であるとい うのが，

我々の暫定的な結論である。

 しか し今後の賃金制度が，職能資格制度である

か成果主義的なものであるかに関わ らず，個々人

の賃金格差がこれまでよりも拡大することは避け

られない。賃金格差の前提になるのは能力や成果

の格差であるが，こうした格差を確認するのは人

事評価である。従って，企業にとって人事評価の

制度をどの様にするかは，賃金制度と並んで重要

な問題であり，同時にこの点は従業員の選抜，モ

チベーション，不当労働行為，苦情処理等人的資

源管理上の様々な問題と関連 している。特に評価

制度の企画 ・立案は人事部門によってなされる

が，それを運用す るの はライ ン管理職であるか

ら，人事評価を巡 っては 「制度」 と 「運用」の乖

離 という 「永遠の課題」が存在するのである。

 我々は，こうした問題意識に基づいて，平成12

年度か ら3力 年の予定で，「これか らの評価制度

のあり方に関する研究」を実施 しており， ここに

収録 したのは，プロジェクト・メンバーの第一次

研究成果である。以下では，各論文の概要を述べ

ることにしよう。

 「人事考課をめぐる法的考察」(廣石忠司)は ，

人事考課が労働法においてどの様な観点から議論

されてきたか，また人事考課が企業実務に与える

影響は如何なるものであるかを考察 している。人

事考課に関す る議論は労働団体法 と労働契約法 と

に分かれるが，前者は労働組合間の差別問題が主

であり，現在議論されるべ きは 「成果主義人事制

度」における恣意的な評価 の排除 という点にあ

る。

 労働契約法における人事考課の法的構成には，

債務不履行構成と不法行為構成とが存在する。前

者は，人事考課に関 して使用者と労働者の間に何

らかの債権 ・債務関係を認あ，その契約が認あら

れなか ったことをもって損害賠償と認定する。後

者は，使用者の違法 ・有責行為によって労働者の

権利が侵害されたことを認めるものであり，この

議論は民法，民事訴訟法上の 「請求権競合論」と

軌を一にしている。

 その結果，債務不履行構成を採る場合は，労働

者に 「適正な人事考課を受ける権利」を認定する

ことになり，他方，不法行為構成を採れば使用者

の権利濫用を根拠とすることが考え られる。 しか

し，法律上の権利侵害は人事考課それ自体という

より人事考課が処遇に反映され，賃金，昇進，昇

格において：不利益取 り扱いを受 けた段階で問題に

なる。従 って，人事考課の処遇への反映度合いや

使用者の裁量権にっいて 「適正な考課を受ける権i

利」 という観点から検討することが必要である。

評価制度と労使関係

 続 く2つ の論文は，人事評価の問題を労使関係

との関係で取 り上げている。

 まず 「労働評価の変容と労使関係」(戎野淑子)

であるが，従来の評価制度はその基底に終身雇用
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制度を持つ日本的労使関係があり，部 ・課等の組

織に対 し短期的評価が行われることはあっても，

労働者個々人の評価は暗黙的かつ長期的に行われ

るので，結果が顕在化するまでに時間を要 した。

これに対 して，昨今 は労働者個人に対 しても評価

は短期的視点によってなされ，その結果は短期間

の うちに処遇に反映 されるようになった。これ

は，外部労働市場 との関連性が深まり，市場メカ

ニズムが強 く反映され，そこでの評価基準が重視

されるようになったからである。その理由として

は，①失業者や転職者の増加によって，労働力の

流動化が促進され，結果外部市場の評価基準の影

響力が強まった，②派遣社員等の非正社員が増大

し，外部労働市場の評価基準が企業内労働市場に

浸透 した，③企業の倒産や リス トラなどの雇用不

安によって将来 ビジョンが不透明になり，現在の

市場価値を重視するようになった，といった点が

挙げ られる。

 しか し評価制度がこうした長期的視点を欠いた

市場 メカニズムによるものだけになると，様々な

問題が生 じてくる。特に重要なのは人材育成であ

る。 これは 「育成」が正に将来の価値の形成であ

り，市場原理の下では測 ることができないからで

ある。 ここから明らかな様に，長期的評価 と短期

的評価には各々長所 と短所があり，経済社会情勢

の変化に応 じて各々の長所を組み合わせることに

よって調和のとれた評価制度を構築する必要があ

る。

評価制度と労働組合

 続 く「人事評価と労働組合」(福谷正信)は 労働

組合が人事評価にどの様に関与すべきかを論 じて

いる。 日本企業は，国際的な価格競争のもとで優

位性を保っとともに，従業員のモチベーション向

上を目的 として，能力 ・成果主義賃金制度を導入

しっっあるが，その際重要であるのは評価制度の

あり方である。

 これまで 「公正な人事評価」の重要性は度々指

摘され，現行制度の改訂や新制度の導入が繰 り返

されている。 しか し，評価制度の精緻化や考課者

訓練による評価 レベルの向上にもかかわ らず，被

評価者の評価結果に対する不平 ・不満 は，一向に

なくならない。 この点にっいては，労働協約にお

いて苦情処理制度を設置し，その問題を解決する

ことが謳われているが，その機能 も十分に果たさ

れているとは言えない。

 従 って，評価の公正性を実現す るたあには評価

結果の妥当性に対する被評価者の発言権を担保す

ることが必要である。 この論文では，解決策法の

1っ として人事評価 と労働組合の対応や， 新たな

労使関係形成に関する考察を行 っている。

評価制度と企業業績

 他方 「評価制度 と企業業績」(蔡 芒錫)は ，人

的資源管理のサブシステムである人事考課制度が

企業業績に与える影響にっいて考察 している。近

年評価の客観性 ・納得性を高める方法として，評

価項目に対する情報公開や評価のフィー ドバック

が議論 されている。この点，約500社 の企業を対

象に して， こうした評価制度がどの様な人材マネ

ジメントの考え方に従 って実施されているか， こ

うした評価制度が企業業績や人事制度改革にどの

様な影響を与えているかを検討 した。

 その結果，明 らかになったのは次の3点 であ

る。まず第1に ，人材マネジメントの考え方と評

価制度との間に必ず しも整合性が取れていなかっ

た。第2に ，こうした不整合のたあか，評価制度

は企業業績 に否定的影響を及ぼ していた。第3

に，過去5年 間人事制度を変革 している企業ほど

立体的な評価，情報の積極的な公開，フィー ド

バ ックを実施 している。業績の悪 い企業ほど人的

資源管理 システムの変革に取 り組む傾向があるこ

とを念頭に置 くと， これは業績悪化を打開するた

あに成果主義を取 り入れた企業がそれに伴 う様々

なノイズを防 ぐたあに評価制度の改定に取 り組ん

でいることを示唆 している。

評価制度の現状

 以下の3つ の論文 は，海外を含めて評価制度の

実情を取り上げたものである。

 まず，「日本企業における評価制度の現状と課



題」(東狐貴一 ・村田祐一)は ，日本企業の評価制

度，特に能力評価を取 り上げている。

 日本企業では，職能要件自体の抽象性，曖昧性

から，能力評価が同じく合理性 ・納得性に乏 しい

運用をされてきたと認識されている。 しか し，こ

の抽象性，曖昧性は， もともと日本では職務概念

が希薄なことに起因 し，それゆえ従業員に柔軟な

職務分担させることを可能 にしてきた側面があ

る。また抽象的で曖昧であるたあに，評価される

側がどうすればよい評価が得 られるかを考えて行

動するようになり，結果組織内に緊張感のある競

争状態が生まれ，組織が活性化するという機能が

あった。さらに，評価基準の曖昧さによって，決

定的な差は短期的にはつかず，長 いスパ ンの選

抜 ・昇進 システムが生まれ，長期的かっ複眼的に

人材を評価 し，選抜 していくことが可能 とな っ

た。

 しかし，近年ポス ト不足や勤労意識の変化など

によって長期の選抜 ・昇進 システムが機能 しなく

なりっっある。他方，企業は組織の若返 りを図る

ために，早期選抜等早い時期から選別を行おうと

い う動 きがある。こうした中で，従来暗黙知 に

なっていた能力評価基準や目利 きのポイントを言

語化するため 「コンピテンシー」 という新 しい概

念が導入されっっある。

 もっとも，実際の企業に導入されているコンピ

テンシーを見ると，職能要件書や能力評価項目と

さほど大 きくは変わらないのが実情である。 この

論文は， コンピテンシー的な視点で部下の行動を

見るということを意識 した評価者訓練が今後求あ

られることになるだろうと結論づけている。

多面評価制度

 次は 「多面評価制度の日本企業，外資系企業比

較」(八代充史)で ある。近年，日本企業で も，人

事評価を上司だけでなく複数の者が関与するとい

う 「多面評価制度」を導入する動 きが見 られる。

特に上司，同僚，部下，顧客側面から評価を行 う

場合は 「360度 評価」 と呼ばれている。 こうした

多面評価は近年大学でも教員評価 という形で導入

されている。 しかし，部下が上司を選択すること
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が仕事を選択する以上に困難である企業組織にお

いては，その必要性はより高いと言えるだろう。

 一般に，多面評価制度の長所としては以下の点

が挙げられる。まず第1点 は同一個 人に対する評

価に複数の者が関与することによって評価の正確

性が高まること。また第2点 は， この制度が，日

頃部下の管理を怠 っている管理職 に対す る一種

「イエローカード」の意味合いを持 っていること，

同時に管理職の能力開発促進が期待できることで

ある。

 こうした問題意識に基づ いて，日本企業A社

と外資系企業B社 の事例を比較 した。まず，両社

に共通 していたのは，制度導入が 「能力開発」を

目的 としていることである。ただ し，B社 では

360度 評価を昇給 ・昇進を決める 「9バ リュー」

評価の参考資料としている。

 次に誰が評価者になるかについては，B社 の場

合は被評価者が上司の承認を前提に評価者を選定

できるが，A社 では評価者の選定は人事部によっ

て行われていた。

 最後にこの制度においては評価の匿名性が不可

欠だが，A社 は評価者の数が7人 と少ないので匿

名性を保っことが難 しかった。他方B社 では評価

者数が25人 と多 く，匿名性 は担保されているが，

逆に多 くの者が評価に時間を取 られるという問題

が生 じている。

海外の評価制度

 最後は，「イギ リスの評価制度」(大 内章子)で

あり，イギ リスにおいて，主に管理職やホワイ ト

カラーの人事評価にどのような変化が見 られるか

を検討 している。1980年 代以降ブルーカラーに

対 しても評価査定が給与に反映されるようになっ

たが，ホワイ トカラー ・ブルーカラーを問わず，

評価制度は賃金格差決定の根拠 として用いられて

いるのだろうか。或いはビジネス戦略に基づいた

人材育成 ・能力開発に結びつけたより広いシステ

ムの一環 として捉えられているのだろうか。 この

論文は，以上の問題意識に基づいてイギ リス企業

における評価制度の内容 とその現状や特徴を文献

研究によって明 らかにしている。
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 イ ギ リス の 評 価 制 度 の 歴 史 的 変 化 を 見 て み る

と，merit・ratingま た はperformance appraisal

(以 下 ，「PA」)と い う名称 の 業績 評 価 か ら始 ま り，

MBO(management by objectives； 目標 管 理 制

度)， 修 正 版PAと 変 化 し，1990年 代 以 降 は パ

フ ォー マ ンス ・マ ネ ジメ ン ト(performance man-

agement； 以 下 ， 「PM」)が 主 流 とな って い る。

 PMは ， 独 立 した制 度 で は な く， 業績 評 価 を 含

む経 営戦 略上 の 包括 的 な シ ス テ ム と して の概 念 で

あ り， 企 業 に よ って諸 制 度 の組 み合 わ せ は様 々 で

あ る。 そ の特 徴 は， チ ー ム や個 人 の 目標 を組 織 の

目標 に合 致 させ る こ とで あ り， 報 酬 よ り も能 力 開

発 や動 機 づ けへ の リン クを重 視 して い る。 評 価 の

対 象 とな る の は業 績(ア ウ トプ ッ ト)だ けで な く

行 動(イ ンプ ッ ト)を 含 むパ フ ォー マ ンス で あ り，

そ の基 準 は， 過 去 ・現 在 よ りは将 来 のパ フ ォ ー マ

ンス の向 上 で あ る。 この 様 な観 点 か ら， イ ギ リス

にお け るPMの 導 入 は，成 果 主 義 を押 し進 め る 日

本 企 業 に逆 行 す る動 き と して 捉 え る こ とが で き る

だ ろ う。

      X     X     X

 先にも述べた様に，上記の諸論文 は我々の評価

制度に関する研究の第一次成果であり，今後各々

の論点を，企業事例や郵送質問紙調査等によって

さらに深めた最終的な研究成果をまとめる予定で

ある。我々の研究に対 して，忌憚のない御意見を

頂ければ幸いである。


